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住宅購入をお考えの方へ 
～「定住促進補助金」のご案内～

　住宅を取得された方を対象に補助金を交付します。

　（ただし、建て替えにより取得した住宅は除く）

【要件】※１世帯につき１回限りの交付です。

・住宅を取得した時点で４０歳以下の方

・転入または転居により新たに住宅を取得する方

・住宅の取得から１年以内に入居した方

・取得した住宅に５年以上定住することを誓約した方

・入居する世帯員（生計同一者含む）が２名以上の方

・住宅が共有名義であるときは、１名のみ申請可能

・世帯員に町税等の滞納がない方

　（転入者は前住所地の市区町村税等の滞納がない方）

・住宅取得から１年以内に必要書類を提出した方

※申請書類等、詳しくはお問合せください。

【基本額】

　１０万円（新築・中古住宅問わず）

【加算額】

〈転入加算〉２万円加算

・申請者が転入後、１年を経過していない場合

〈こども加算〉３万円加算

・１８歳以下のお子様がいる場合（人数問わず）

問政策課　撒（５７）４１７８

町からのお知らせ

丸太を無料配布します

　町有林の森の維持管理で伐採した丸太を無料で

配布します。希望される方は下記問合せ先までご

連絡ください。

日２月１日（水）～※無くなり次第終了

所南赤塚地内

対町内在住在勤者で、配布した丸太を有効活用し

　ていただける方

【配布量】配布は１人１回、車１台に乗る程度の量

【留意事項】

①樹木の小割作業、積込、運搬に係る費用は全て

　希望者の自己負担とします。

②持ち帰った樹木は、自家消費等を目的とし、廃

　棄は禁止とします。なお、樹木の品質等につい

　ては、町は一切の責任を負いません。

③木の小割作業、積込、運搬にあたって、第三者

　に危害、損害を与えた場合は、引取希望者自ら

　が賠償責任を負うものとします。なお、作業中

　の事故やけが、および盗難等については、町は

　一切の責任を負いません。

④作業時に発生した木くず、枝等は可能な限りお

　持ち帰り願います。現場で発生、あるいは持ち

　込んだゴミ等は必ずお持ち帰り願います。

問産業振興課　撒（５７）４１５１

簡単で美味しい！
カラフル炊き込みご飯づくり

日３月１日（水）１０時～１３時

所町公民館 調理室　儡１人５００円（材料費等）

定先着１６名（１家族２人まで） 対町内在住在勤者

容「ミカンの炊き込みご飯」

　「トマトの炊き込みご飯」と温野菜

【持ち物】エプロン、三角巾、マスク、筆記用具

申２月１０日（金）～１７日（金）までに参加料を添え

　て産業振興課へ

問産業振興課　撒（５７）４１７４

令和４年度野木町プレミアム商品券の
使用期限は２月２８日（火）までです！

　令和４年９月１１日（日）販売のコロナに負ける

な！令和４年度野木町プレミアム商品券は２月

２８日（火）が使用期限となっていますので、お早

めにご利用ください。

　商品券は町内９７の取扱店にてご利用

できます。取扱店一覧は下記ＱＲコード

の商工会ホームページをご確認ください。

問産業振興課　　撒（５７）４１５１

　野木町商工会　撒（５５）２２３３

取扱店はのぎのんの旗が目印です→

「広報のぎ」に掲載する有料広告を募集します

　モノクロ１段枠（横１７５㎜×縦４０㎜）１６,０００円／月　※この記事のサイズが「１段
枠」です。
　モノクロ半段枠（横８５㎜×縦４０㎜）　８,０００円／月
　※審査の結果、掲載できない場合があります　
　※詳しいことはお問い合わせください

問　総務課（５７）４１３４

広　　告


